
船舶事故調査報告書 

令和４年５月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年６月２５日 １１時４５分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市厳原
いずはら

港 

耶良
や ら

埼灯台から真方位２５０°６９０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１１.５′ 東経１２９°１７.５′） 

事故の概要 引船進
しん

広
こう

丸は、土運船２０１１を横抱きにして南進中、また、漁船

千
ち

恵
え

丸は、西北西進中、２０１１と千恵丸が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年７月９日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 引船 進広丸、１９トン 

２９４－２５７９０大分、進光海運有限会社 

Ｂ 土運船 ２０１１、約１,９５８トン（全長６３ｍ） 

なし、家島建設株式会社 

Ｃ 漁船 千恵丸、１.６８トン 

ＮＳ３－８５２５６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特定 

 甲板員Ａ、一級小型 

Ｃ 船長Ｃ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船尾部外板に擦過傷 

Ｃ 船首部外板に凹損及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａ、甲板員Ａ及び作業員が乗り組み、空船のＢ船をＡ

船の左舷側に横抱き（Ｂ船船尾部を前方に向けた状態）として操船が

制限される状態で、手動操舵により約１ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で厳原港南方の物揚場岸壁に向けて厳原港内を南進

した。 

船長Ａは、Ａ船の操舵室から前方及び左舷方が見えないので、進行

方向前方のＢ船船尾部で操船指揮を執り、甲板員Ａが、Ａ船の操舵室

で船長Ａからの無線指示により操船を行っていた。 

船長Ａは、Ｂ船が着岸予定の岸壁まで約３００ｍの地点で厳原港に

入港してくるＣ船をＢ船の進行方向に向かって左舷方に視認したもの

の、Ｂ船を避けてくれると思い、Ｃ船に対して注意を払わなかった。 

船長Ａは、Ｂ船が着岸予定の岸壁まで約２５０ｍとなったとき、Ｃ



船がＢ船に接近するのを認め、慌てて甲板員Ａに後進の指示を出した

ものの、どうすることもできず、Ｂ船の右舷船尾部とＣ船の船首部と

が衝突した。 

船長Ａは、Ｃ船が前方のＢ船に気付かずに航行するとは思わなかっ

たと本事故後に思った。 

Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、水揚げ目的で約５knの速力で手

動操舵により厳原港内を西北西進中、船長Ｃが、目的地である左舷船

首方の水揚げ岸壁に意識を向けて航行を続けた。 

船長Ｃは、衝撃で船首方を見たところ、Ｂ船と衝突したことを知っ

た。 

船長Ｃは、これまで港内に大きな台船がいたことがなかったので目

的地である左舷船首方の水揚げ岸壁に意識を向けて航行し、船首方の

確認不足だったと本事故後に思った。 

分析 Ａ船は、Ｂ船を横抱きとして操船が制限される状態で南進中、船長

Ａが、左舷方から接近してくるＣ船がＢ船を避けてくれると思い、着

岸操船を続けたことから、接近するＣ船に気付くのが遅れ、Ｂ船とＣ

船とが衝突したものと考えられる。 

Ｃ船は、西北西進中、船長Ｃが、左舷船首方の目的地に意識を向け

て航行を続けたことから、船首方のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船がＢ船を横抱きとして操船が制限される状態で南進

中、Ｃ船が西南西進中、船長Ａが、左舷方から接近してくるＣ船がＡ

船及びＢ船を避けてくれると思い、着岸操船を続け、接近するＣ船に

気付くのが遅れ、また、船長Ｃが左舷船首方の目的地に意識を向けて

航行を続けたため、船首方のＢ船に気付かず、Ｂ船とＣ船とが衝突し

たものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
・操船が制限される船舶の船長は、他船を認めた際、安全に通過す

る状況を確認し、十分に離れるまで動静を監視すること。 

・船長は、港内において、特定の方向のみに意識を向けることな

く、周囲の適切な見張りを行うこと。 

 


